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は
じ
め
に 

  

二
〇
一
八
年
十
一
月
、
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
で
は
「
明
治
一
五
〇
年
」
関
連

事
業
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
特
別
展
「
岩
倉
使
節
団 

―
海
を
越
え
た
一
五
〇
人

の
軌
跡
―
」
を
公
開
し
た
1

。
当
該
コ
ン
テ
ン
ツ
で
は
、
岩
倉
使
節
団
の
旅
程
や
活
動

に
つ
い
て
ビ
ジ
ュ
ア
ル
に
提
示
す
る
こ
と
に
加
え
、
岩
倉
使
節
団
に
関
す
る
歴
史
資
料

を
紹
介
し
、
そ
れ
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
促
す
仕
組
み
を
用
意
し
た
。 

 

岩
倉
使
節
団
に
関
す
る
歴
史
資
料
と
し
て
は
、
久
米
邦
武
が
編
修
し
た
『
特
命
全
権

大
使 

米
欧
回
覧
実
記
』
が
一
般
に
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
に
も
多
く
の
公
文
書
・
私
文

書
が
国
内
各
地
の
史
料
保
存
機
関
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
国
立
公
文
書
館

が
所
蔵
す
る
「
大
使
書
類
」
は
、
岩
倉
使
節
団
の
公
式
な
復
命
記
録
か
ら
構
成
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
数
量
も
約
三
〇
〇
点
と
群
を
抜
い
て
豊
富
な
こ
と
か
ら
、「
使
節
団
関
係
史

料
の
中
心
と
も
い
う
べ
き
根
本
史
料
」
と
称
さ
れ
る
資
料
群
で
あ
る
2

。
な
お
、
現
在
、

国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
お
よ
び
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
に
お
い
て
、
大
使
書
類
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
画
像
を
閲
覧

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

大
使
書
類
に
つ
い
て
は
、
細
目
録
と
解
説
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
3

、
資
料
群
の
全
容

を
把
握
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
近
年
に
お
い
て
は
、
史
料
保
存

機
関
に
お
け
る
関
連
資
料
の
公
開
や
、
明
治
太
政
官
文
書
に
関
す
る
史
料
学
的
研
究
が

進
め
ら
れ
て
い
る
。
今
次
の
コ
ン
テ
ン
ツ
作
成
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
成
果
に
基
づ

い
て
、
多
く
の
新
し
い
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。 

 

本
稿
で
は
、
明
治
太
政
官
文
書
の
理
解
を
よ
り
深
め
る
試
み
と
し
て
、
大
使
書
類
を

中
心
と
す
る
岩
倉
使
節
団
復
命
記
録
の
構
造
と
特
質
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
と
し

た
い
。 

  

一 

岩
倉
使
節
団
復
命
記
録
の
変
遷 

  

岩
倉
使
節
団
の
復
命
記
録
は
、
太
政
官
に
提
出
さ
れ
た
時
点
で
の
構
成
と
、
現
存
す

る
構
成
と
の
間
に
、
大
き
な
相
違
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
太
政
官
や
内
閣

の
記
録
管
理
部
局
を
経
て
国
立
公
文
書
館
の
所
蔵
に
至
る
ま
で
の
間
に
、
復
命
記
録
が

幾
度
か
の
変
転
を
経
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。 

 
こ
こ
で
は
、
各
種
目
録
史
料
の
分
析
を
通
じ
て
、
復
命
記
録
が
辿
っ
た
変
遷
を
把
握

す
る
こ
と
と
し
た
い
。 
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一
．
一 

大
使
事
務
書
目
お
よ
び
理
事
官
視
察
官
取
調
書
目 

  

明
治
十
年
一
月
、
権
少
史
を
務
め
る
久
米
邦
武
と
金
井
之
恭
は
大
臣
・
参
議
に
宛
て
、

上
申
を
行
っ
た
。
そ
の
趣
旨
は
、
先
般
大
使
事
務
局
を
開
設
し
て
「
遣
欧
米
大
使
ノ
事

務
書
類
并
ニ
随
行
各
理
事
官
等
取
調
書
類
」
を
「
整
頓
」
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
と
こ

ろ
、
そ
の
作
業
が
完
了
し
た
の
で
「
別
紙
目
録
ノ
通
リ
」
上
呈
す
る
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
4

。 

 

上
申
で
は
、「
但
理
事
官
中
ニ
ハ
他
ノ
事
故
ニ
ヨ
リ
未
タ
報
告
書
ヲ
モ
指
出
ス
ニ
及
ハ

サ
ル
者
モ
数
名
ア
リ
」
と
、
未
だ
提
出
さ
れ
て
い
な
い
報
告
書
の
存
在
が
付
言
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
則
せ
ば
、
上
申
時
点
に
お
い
て
報
告
書
は
十
全
に
出
揃
っ
て
お
ら
ず
、

復
命
記
録
と
し
て
完
全
な
構
成
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、

史
官
か
ら
太
政
官
首
脳
に
対
し
て
上
呈
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す

れ
ば
、
ひ
と
ま
ず
、
こ
の
上
申
と
と
も
に
上
呈
さ
れ
た
書
誌
群
を
公
式
な
復
命
記
録
の

原
型
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

 

上
呈
さ
れ
た
書
誌
は
、「
大
使
事
務
書
目
」
お
よ
び
「
理
事
官
視
察
官
取
調
書
目
」
に

区
分
さ
れ
て
い
る
（
表
１
）
。
大
使
事
務
書
目
は
、
岩
倉
使
節
一
行
と
太
政
官
正
院
と
の

間
で
交
わ
さ
れ
た
公
信
類
、
各
国
元
首
と
の
謁
見
や
条
約
改
正
交
渉
な
ど
に
関
わ
る
外

交
記
録
、
現
地
に
お
け
る
使
節
一
行
の
活
動
記
録
を
ま
と
め
た
雑
務
書
類
、
そ
し
て
久

米
が
編
修
し
た
「
回
覧
実
記
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
理
事
官
視
察
官
取
調
書

目
は
、
各
省
か
ら
派
遣
さ
れ
た
理
事
官
や
「
大
使
随
行
」
を
命
じ
ら
れ
た
随
行
員
に
よ
っ

て
作
成
さ
れ
た
報
告
書
「
理
事
功
程
」、
お
よ
び
太
政
官
左
院
か
ら
派
遣
さ
れ
た
視
察
官

に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
報
告
書
「
視
察
功
程
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。 

 

上
呈
さ
れ
た
書
誌
は
、
上
申
中
に
「
別
紙
目
録
ノ
通
リ
各
二
部
上
呈
仕
候
」
と
あ
る

よ
う
に
、
正
副
二
部
ず
つ
調
製
さ
れ
た
。
二
部
ず
つ
の
調
製
が
行
わ
れ
た
目
的
は
、「
大

使
全
書
」
の
冒
頭
に
お
い
て
「
乃
チ
其
正
ハ
之
ヲ
太
政
官
ニ
蔵
シ
其
一
ハ
外
務
省
ニ
下

付
シ
之
ヲ
永
久
ニ
伝
ヘ
テ
照
会
ニ
資
セ
ハ
国
ノ
幸
福
ナ
リ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
5

、
太
政
官
と
外
務
省
で
分
有
し
て
永
久
保
管
を
行
う
と
と
も
に
、
各
種
照
会
に
供

す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
明
治
十
三
年
四
月
一
日
、
駐
露
特
命
全
権
公
使
柳

原
前
光
が
内
閣
書
記
官
長
中
村
弘
毅
に
対
し
、「
今
般
魯
国
へ
赴
任
候
ニ
付
左
之
書
類
携

帯
致
度
」
と
、
ロ
シ
ア
へ
の
赴
任
に
伴
い
、
携
帯
書
類
と
し
て
「
岩
倉
大
使
書
類
」
や

「
同
謁
見
式
」
な
ど
の
廻
付
を
依
頼
し
て
い
る
6

。
な
お
、
柳
原
の
願
に
対
し
、
中
村

は
「
岩
倉
大
使
書
類
并
同
謁
見
式
ハ
外
務
省
ニ
備
有
之
ニ
付
仝
省
ヘ
御
照
会
可
有
之
」

と
、
外
務
省
に
も
「
備
」
が
あ
る
の
で
同
省
へ
照
会
さ
れ
た
い
、
と
の
回
答
案
を
作
成

し
て
い
る
。 

 

調
製
さ
れ
た
正
副
本
の
数
量
に
つ
い
て
、
大
使
事
務
書
目
は
と
も
に
二
十
七
冊
と
同

数
で
あ
る
が
、
理
事
官
視
察
官
取
調
書
目
は
「
正
四
十
一
冊 

副
五
十
冊
」
と
合
計
数
に

異
同
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
「
文
部
省
理
事
功
程
」
の
冊
数
に
つ
い
て
、
「
正
謄
本

六
冊 

副
版
本
十
五
冊
」
と
、
謄
本
で
提
出
さ
れ
た
正
本
と
版
本
で
提
出
さ
れ
た
副
本
の

数
量
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。 

 

一
．
二 

公
文
目
録 

 
 

 

上
呈
さ
れ
た
大
使
事
務
書
目
お
よ
び
理
事
官
視
察
官
取
調
書
目
は
、
上
申
の
通
り
、

太
政
官
と
外
務
省
に
下
付
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
書
誌
が
下
付
さ
れ
た
時
期
を
特
定
し
得

る
資
料
は
、
管
見
の
限
り
、
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
明
治
十
一
年
五
月

三
十
一
日
付
の
外
務
大
書
記
官
田
辺
太
一
宛
太
政
官
少
書
記
官
久
米
邦
武
上
申
に
「
大

使
事
務
書
類
整
頓
之
上
御
送
付
致
シ
置
候
処
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
7

、
遅
く
と
も
同
時

点
ま
で
に
下
付
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

外
務
省
に
下
付
さ
れ
た
副
本
は
、
後
に
外
務
省
記
録
局
に
お
い
て
「
公
文
」
に
分
類

さ
れ
、
現
在
は
外
務
省
外
交
史
料
館
に
お
い
て
「
外
交
公
文
」
の
名
称
で
保
管
・
公
開 



 

 

 
 
 

『
北
の
丸
』
第
52
号 

岩
倉
使
節
団
復
命
記
録
の
構
造
と
特
質 

五 

 

 

 

 

 

 表１ 明治十年一月上呈の岩倉使節団復命記録 

区分 書名 冊数 備考 

大使全書 1 冊   

本朝公信 1 冊   

本朝公信附属書類 3 冊   

大使公信 1 冊   

謁見式 1 冊   

条約談判書 1 冊   

在米雑務書類 1 冊   

在英雑務書類 1 冊   

在仏雑務書類 1 冊   

発仏後雑務書類 1 冊   

大
使
事
務
書
目 

回覧実記 15 冊 ①書名「回覧日記」 

司法省理事功程 10 冊   

文部省理事功程 6 冊 ②③冊数「正謄本六冊 副版本十五冊」

大蔵省理事功程 6 冊   

宮内省式部寮理事功程 1 冊   

肥田為良吉原重俊川路寛堂杉山一成報告理事功程 1 冊   

内海忠勝報告理事功程 1 冊   

中山信彬報告理事功程 1 冊   

岩山敬義理事功程 1 冊   

高崎正風報告視察功程 3 冊   

理
事
官
視
察
官
取
調
書
目 

安川繁成報告視察功程 11 冊   

（出典） 

 ①国立公文書館所蔵「単行書・大使書類原本大使全書」単 00316100（JACAR Ref.A04017147400） 

 ②国立公文書館所蔵「単行書・官符原案・原本・第十二」単 00222100（JACAR Ref.A07090011200） 

 ③国立公文書館所蔵「大使事務局書類ヲ呈ス」太 00310100 
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さ
れ
て
い
る
8

。 

 
外
交
公
文
に
分
類
さ
れ
た
書
誌
を
確
認
す
る
と
、
大
使
書
類
と
同
様
に
構
成
上
の
変

遷
が
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
そ
の
数
量
に
つ
い
て
注
目
し
て
み
る
と
、
前
節
で
見

た
よ
う
に
、
明
治
十
年
一
月
に
上
呈
さ
れ
た
副
本
は
二
十
一
種
・
七
十
七
冊
で
あ
っ
た
。

次
に
、
外
交
公
文
の
構
成
を
示
す
最
も
古
い
目
録
と
さ
れ
る
明
治
十
八
年
四
月
作
成
の

「
公
文
目
録
」
に
は
、「
岩
倉
大
使
欧
米
行
書
類 

太
政
官
引
継 

六
十
六
本
五
帖
」
と
あ

り
9

、
太
政
官
か
ら
引
き
継
が
れ
た
復
命
記
録
の
数
量
が
六
十
六
冊
五
帖
で
あ
っ
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
、
書
誌
単
位
で
の
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
昭
和
二
十
七

年
九
月
作
成
の
「
公
文
目
録
」
に
お
い
て
は
、
復
命
記
録
と
し
て
二
十
四
種
・
五
十
七

冊
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
10

。
最
後
に
、
外
交
史
料
館
に
お
い
て
現
存
し
て
い
る
外

交
公
文
中
の
関
連
書
誌
は
、
二
十
五
種
・
五
十
七
冊
五
帖
で
あ
る
（
表
２
）
。
以
上
の
こ

と
か
ら
、
外
務
省
に
下
付
さ
れ
た
復
命
記
録
は
、
幾
度
か
の
増
減
を
経
て
現
在
の
構
成

に
至
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

こ
う
し
た
構
成
の
変
遷
に
つ
い
て
、
書
誌
単
位
で
確
認
し
て
み
よ
う
。
第
一
に
、「
合

衆
国
戸
籍
取
調
表
」
五
帖
で
あ
る
。
同
資
料
に
附
属
の
封
袋
に
は
、「
大
蔵
省
理
事
功
程

第
一
巻
附
」
と
上
書
き
さ
れ
て
お
り
11

、
当
該
資
料
が
「
大
蔵
省
理
事
功
程
」
一
巻
の

附
録
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
理
事
官
視
察
官
取
調
書
目
に
は
、
大
蔵
省
理
事
功
程
は

記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
附
録
に
つ
い
て
は
別
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
数
量
も
計
上
さ

れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
大
使
書
類
副
本
」
に
含
ま
れ
る
同
名

資
料
の
封
袋
に
は
、
正
院
に
提
出
・
収
蔵
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
「
正
院
記
録
」
の
蔵
書

印
が
押
印
さ
れ
て
い
る
12

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
理
事
官
視
察
官
取
調
書
目
に
は
記
載
さ

れ
て
い
な
い
も
の
の
、
合
衆
国
戸
籍
取
調
表
は
大
蔵
省
理
事
功
程
と
合
わ
せ
て
太
政
官

に
上
呈
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

第
二
に
、「
英
国
税
関
規
則
」
四
冊
の
追
加
で
あ
る
。
前
述
し
た
明
治
十
一
年
五
月
三

十
一
日
付
の
久
米
上
申
の
内
容
は
、「
大
使
事
務
書
類
整
頓
之
上
御
送
付
致
シ
置
候
処
其

後
長
岡
義
之
ヨ
リ
右
同
一
之
書
類
差
出
候
ニ
付
謄
写
之
上
別
紙
目
録
之
通
御
回
シ
及
候

条
御
落
手
有
之
度
候
也
」
と
、
大
蔵
理
事
官
随
行
を
務
め
た
長
岡
義
之
よ
り
「
書
類
差

出
」
が
あ
っ
た
の
で
謄
写
し
た
書
誌
を
「
別
紙
目
録
之
通
」
廻
付
す
る
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
13

。
こ
の
時
に
廻
付
さ
れ
た
謄
本
が
、「
英
国
税
関
規
則
輸
入
法
」「
同 

輸
出
法
」

「
同 

借
庫
法
」「
同 

入
港
法
付
例
」
の
四
冊
で
あ
る
。 

 

第
三
に
、
回
覧
実
記
十
五
冊
の
欠
本
で
あ
る
。
現
存
す
る
大
使
書
類
に
お
い
て
、
当

該
書
誌
が
欠
本
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
14

。
公
文
に
お
い
て
も
、

そ
の
数
量
情
報
か
ら
算
出
す
る
限
り
、
明
治
十
八
年
時
点
に
お
い
て
欠
本
状
況
が
生
じ

て
い
る
。
太
政
官
に
も
外
務
省
に
も
伝
来
の
形
跡
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
勘
案
す
れ

ば
、
大
使
事
務
書
目
に
は
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
も
そ
も
回
覧
実
記
が
下
付
対

象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

 

第
四
に
、
大
使
全
書
の
欠
本
で
あ
る
。
公
文
の
数
量
か
ら
算
出
す
る
と
、
明
治
十
八

年
の
公
文
目
録
に
お
い
て
は
、
大
使
全
書
一
冊
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
昭
和

二
十
七
年
の
公
文
目
録
に
記
載
は
な
く
、
外
交
公
文
に
も
現
存
は
確
認
で
き
な
い
。
こ

の
欠
本
状
況
は
、
管
見
の
限
り
、
大
正
十
年
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
年
一
月
十

三
日
、
維
新
史
料
編
纂
事
務
局
は
外
務
省
記
録
課
に
対
し
、
公
文
の
借
用
を
願
い
出
た
15

。

貸
与
が
行
わ
れ
た
資
料
の
な
か
に
岩
倉
使
節
団
の
復
命
記
録
一
式
が
確
認
で
き
る
の
だ

が
、
大
使
全
書
の
書
名
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
明
治
十
八
年
か
ら
大

正
十
年
の
間
に
、
大
使
全
書
の
欠
本
が
生
じ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 

最
後
に
、「
安
川
繁
成
報
告
視
察
功
程
」
の
一
部
欠
本
で
あ
る
。
左
院
視
察
官
安
川
繁

成
が
提
出
し
た
視
察
功
程
の
う
ち
、
欠
本
が
生
じ
て
い
る
の
は
、
「
英
国
政
事
概
論 

前

編
」
三
冊
、「
英
国
政
事
概
論 

後
編
」
三
冊
、「
英
国
新
聞
紙
開
明
鑑
記
」
二
冊
、
の
計

八
冊
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
復
命
記
録
一
式
が
維
新
史
料
編
纂
事
務
局
に
貸
与
中
で

あ
っ
た
と
こ
ろ
、
大
正
十
二
年
九
月
一
日
、
関
東
大
震
災
が
発
生
し
た
。
同
年
十
一
月

一
日
付
の
外
務
大
臣
官
房
文
書
課
長
宛
維
新
史
料
編
纂
事
務
局
長
柴
田
駒
三
郎
の
公
信
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 表２ 外交公文中の岩倉使節団復命記録 

請求番号 題簽標題 冊数 形態 表紙 用箋 

公文７ 本朝公信 全 1冊 謄本 青 太政官赤色13行罫紙 

公文１ 本朝公信附属書類 上・中・下 3冊 謄本 青 太政官赤色13行罫紙 

公文８ 大使公信 全 1冊 謄本 青 太政官赤色13行罫紙 

公文６ 謁見式 全 1冊 謄本 青 太政官赤色13行罫紙 

公文９ 条約談判書 全 1冊 謄本 青 太政官赤色13行罫紙 

公文５ 在米雑務書類 全 1冊 謄本 青 太政官赤色13行罫紙 

公文４ 在英雑務書類 全 1冊 謄本 青 太政官赤色13行罫紙 

公文３ 在仏雑務書類 全 1冊 謄本 青 太政官赤色13行罫紙 

公文２ 発仏後雑務書類 全 1冊 謄本 青 太政官赤色13行罫紙 

公文24 司法省理事功程 一～十 10冊 謄本 青
太政官赤色13行罫紙(1～5・9～10)

大審院赤色13行罫紙(6～8) 

公文25 (文部省)理事功程 一～十五 15冊 版本 黒   

公文12 大蔵省理事功程 一～三 3冊 謄本 青 太政官赤色13行罫紙 

公文11 万国通私法 上・中・下 3冊 版本 黒   

公文13 大蔵省理事功程第一巻附 合衆国戸籍取調表 五葉 5帖 一紙 －   

公文23 宮内省式部寮理事功程 全 1冊 謄本 青 太政官赤色13行罫紙 

公文22 肥田為良吉原重俊川路寛堂杉山一成報告理事功程 全 1冊 謄本 青 太政官赤色13行罫紙 

公文20 内海忠勝報告理事功程 全 1冊 謄本 青 太政官赤色13行罫紙 

公文19 中山信彬報告理事功程 全 1冊 謄本 青 太政官赤色13行罫紙 

公文18 岩山敬義理事功程 全 1冊 謄本 青 太政官赤色13行罫紙 

公文21 高崎正風報告視察功程 上・中・下 3冊 謄本 青 太政官赤色13行罫紙 

公文10 安川繁成編輯 英国議事実見録 上・中・下 3冊 版本 黄   

公文16 英国税関規則 入港法 1冊 謄本 黄 太政官青色13行罫紙 

公文15 英国税関規則 輸出法 1冊 謄本 黄 太政官青色13行罫紙 

公文14 英国税関規則 輸入法 1冊 謄本 黄 太政官青色13行罫紙 

公文17 英国税関規則 借庫法 1冊 謄本 黄 太政官青色13行罫紙 
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に
よ
る
と
、
震
災
当
日
夕
刻
に
「
飛
火
」
に
よ
っ
て
事
務
局
庁
舎
が
焼
亡
し
、「
当
時
貴

省
ヨ
リ
借
入
ノ
記
録
」
の
う
ち
庁
舎
内
に
保
管
し
て
い
た
「
別
記
ノ
四
十
四
冊
」
が
「
猛

火
ニ
包
マ
レ
タ
ル
カ
為
遺
憾
ナ
カ
ラ
焼
失
」
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
16

。
公
信
に
添

付
さ
れ
た
目
録
か
ら
は
、
焼
失
し
た
四
十
四
冊
の
な
か
に
、
安
川
繁
成
報
告
視
察
功
程

の
う
ち
前
記
八
冊
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。 

 

一
．
三 

記
録
目
録 

  

外
務
省
と
同
様
に
太
政
官
に
下
付
さ
れ
た
大
使
事
務
書
目
お
よ
び
理
事
官
視
察
官
取

調
書
目
の
正
本
は
、
そ
の
後
、
太
政
官
・
内
閣
の
記
録
管
理
部
局
を
経
て
、
現
在
は
国

立
公
文
書
館
に
お
い
て
「
大
使
書
類
」
と
し
て
分
類
さ
れ
、
保
存
・
公
開
さ
れ
て
い
る
。 

 

大
使
書
類
の
最
も
古
い
構
成
を
示
す
資
料
と
し
て
、
「
記
録
目
録
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

記
録
目
録
と
は
、
明
治
十
九
年
に
内
閣
記
録
局
が
作
成
し
た
、
明
治
太
政
官
文
書
の
保

存
台
帳
で
あ
る
17

。
記
録
目
録
は
十
三
の
分
類
か
ら
成
る
が
、
そ
の
う
ち
「
第
十 

単
行

書
」
に
お
い
て
、
大
使
書
類
の
構
成
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
18

。 

 

大
使
書
類
は
、「
大
使
書
類
原
稿
」（
以
下<

原
稿>

と
す
る
）、「
大
使
書
類
原
本
」（
以

下<

原
本>

と
す
る
）、「
大
使
書
類
副
本
」（
以
下<

副
本>

と
す
る
）
の
三
つ
の
サ
ブ
シ
リ
ー

ズ
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。 

 

記
録
目
録
の
「
函
」
欄
に
注
目
す
る
と
、<

原
稿>

の
書
誌
に
は
「
一
」
、<

原
本>

の
書

誌
に
は
「
二
」、<

副
本>

の
書
誌
に
は
「
三
」
と
そ
れ
ぞ
れ
記
載
さ
れ
て
お
り
19

、
大
使

書
類
が
サ
ブ
シ
リ
ー
ズ
ご
と
に
異
な
る
函
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
こ
と
は
、
明
治
四
十
年
前
後
に
作
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る<

原
稿>

の
借
用
記
録
に

お
い
て
、「
右
本
箱
カ
ギ
共
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
20

、
サ
ブ
シ
リ
ー
ズ
ご
と
に

鍵
付
の
「
箱
」
に
格
納
し
て
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
つ
ま
り
、
大
使
書
類

を
構
成
す
る
サ
ブ
シ
リ
ー
ズ
は
、
管
理
単
位
で
あ
る
「
函
」
に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ
た

も
の
と
い
え
よ
う
。 

 

三
つ
の
サ
ブ
シ
リ
ー
ズ
を
構
成
す
る
書
誌
は
、
標
題
や
数
量
の
点
で
は
異
同
が
見
受

け
ら
れ
る
も
の
の
、
内
容
の
点
で
は
概
ね
対
照
関
係
を
有
し
て
い
る
（
表
３
）。
特
に
、

<

原
本>

と<

副
本>

は
「
正
副
本
の
よ
う
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
21

、
そ

の
書
誌
構
成
は
概
ね
同
一
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
各
書
誌
に
使
用
さ
れ
て
い
る
用
箋
や

装
丁
に
は
相
違
が
見
受
け
ら
れ
、
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
全
く
同
一
の
書
誌
は
一
切
存

在
し
て
い
な
い
。
各
書
誌
に
つ
い
て
は
、
作
成
・
伝
来
の
経
緯
が
異
な
る
資
料
と
し
て

理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

ま
た
、
各
サ
ブ
シ
リ
ー
ズ
の
構
成
は
大
使
事
務
書
目
お
よ
び
理
事
官
視
察
官
取
調
書

目
を
中
核
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
両
書
目
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
書
誌

が
特
定
の
サ
ブ
シ
リ
ー
ズ
に
編
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
書
誌
と
し
て
は
、
前
節
で

触
れ
た
英
国
税
関
規
則
の
よ
う
に
上
呈
後
に
提
出
さ
れ
た
も
の
の
ほ
か
、
復
命
記
録
と

は
異
な
る
作
成
由
来
の
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
。 

  

二 

大
使
書
類
の
構
造 

  

前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
国
立
公
文
書
館
が
所
蔵
す
る
大
使
書
類
は
、
三
つ
の
サ
ブ

シ
リ
ー
ズ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
各
サ
ブ
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
、<

原
稿>

は
「
文
字

通
り
「
原
本
」
整
頓
の
た
め
の
下
書
き
原
稿
」、<

原
本>

は
「
大
使
事
務
局
が
復
命
記
録

と
し
て
新
た
に
浄
書
し
た
」
簿
冊
群
、<

副
本>

は<

原
本>

と
「
ほ
と
ん
ど
同
一
の
文
言
・

内
容
と
見
て
よ
い
」
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
22

。 

 

こ
こ
で
は
、
書
誌
情
報
の
分
析
を
通
じ
て
、
大
使
書
類
の
構
造
に
関
す
る
理
解
を
よ

り
深
め
る
こ
と
と
し
た
い
。 
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 表３ 大使書類の書誌対照 

大使書類原稿 大使書類原本 大使書類副本 

欧米 大使全書 大使全書 大使全書 

本朝公信(天) 

本朝公信(地) 

本朝公信(人) 

大使信書原案(往) 

欧米派出 特命全権大使公信(往書 完) 

本朝公信 本朝公信 

公信附属書類(一) 

公信附属書類(二) 
本朝公信附属書類(上) 本朝公信附属書類(上) 

公信附属書類(三) 

公信附属書類(四) 
本朝公信附属書類(中) 本朝公信附属書類(中) 

公信附属書類(五) 本朝公信附属書類(下) 本朝公信附属書類(下) 

欧米派出 特命全権大使公信(来書 乾) 

欧米派出 特命全権大使公信(来書 坤) 

大使信書原案(来) 

在欧米公信 

大使公信 大使公信 

各国帝王謁見式 

演舌応答 
謁見式 謁見式 

  条約談判書 条約談判書 

在米雑務書類 在米雑務書類 在米雑務書類 

在英雑務書類 

在英雑務書類 
在英雑務書類 在英雑務書類 

在仏雑務書類 

在仏雑務書類 
在仏雑務書類 在仏雑務書類 

発仏後雑務書類 

発仏後雑務書類 
発仏後雑務書類 発仏後雑務書類 

理事官書類 司法省(一) 司法理事功程(一) 司法理事功程(一) 

理事官書類 司法省(二) 司法理事功程(二) 司法理事功程(二) 

理事官書類 司法省(三) 司法理事功程(三) 司法理事功程(三) 

理事官書類 司法省(四) 司法理事功程(四) 司法理事功程(四) 

理事官書類 司法省(五) 司法理事功程(五) 司法理事功程(五) 

  司法理事功程(六) 司法理事功程(六) 

  司法理事功程(七) 司法理事功程(七) 

  司法理事功程(八) 司法理事功程(八) 

  司法理事功程(九) 司法理事功程(九) 

見聞筆乗 司法理事功程(十) 司法理事功程(十) 

文部理事功程(一) 

文部理事功程(二) 理事官書類 文部省(一) 文部理事功程(一) 

文部理事功程(三) 

文部理事功程(四) 
理事官書類 文部省(二) 文部理事功程(二) 

文部理事功程(五) 

文部理事功程(六) 
理事官書類 文部省(三) 文部理事功程(三) 

文部理事功程(七) 
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大使書類原稿 大使書類原本 大使書類副本 

文部理事功程(八) 

文部理事功程(九) 

文部理事功程(十) 
理事官書類 文部省(四) 文部理事功程(四) 

文部理事功程(十一) 

文部理事功程(十二) 
文部理事功程(五) 

文部理事功程(十三) 理事官書類 文部省(五) 

文部理事功程(十四) 

理事官書類 文部省(六) 
文部理事功程(六) 

文部理事功程(十五) 

米洲聯邦戸籍整定条例 

亜米利加合衆国法律書略訳 
大蔵理事功程(一) 大蔵理事功程(一) 

由太郡鹹湖府税則並聞書 

米国大蔵省職制及所務手続聞書 

合衆国国税事務実視録 

大蔵理事功程(二) 大蔵理事功程(二) 

紐育府政聞書並諸規則訳 

紐育府馬車税則訳 

勧農見込書 

大蔵理事功程(三) 大蔵理事功程(三) 

  大蔵理事功程(四) 大蔵理事功程(四) 

  大蔵理事功程(五) 大蔵理事功程(五) 

  大蔵理事功程(六) 大蔵理事功程(六) 

  合衆国戸籍取調表 合衆国戸籍取調表 

理事官書類 宮内省式部寮 宮内式部理事功程 宮内式部理事功程 

外国関係事務調査書 
肥田吉原川路杉山 理事功程 肥田吉原川路杉山 理事功程 

理事官書類 海軍省大阪府 
内海忠勝理事功程 内海忠勝理事功程 

理事官書類 外務省 

清国案内 
中山信彬理事功程 中山信彬理事功程 

英国サレンシストル農学校大意 

英国獣医学校生徒規則及法度 

英倫農業会社 准許状外三件 

華盛頓府勧業寮職制 

華盛頓府勧業寮事務章程 

岩山敬義理事功程 岩山敬義理事功程 

教師シヤユエー氏講説 工事 高崎正風視察功程(上) 高崎正風視察功程(上) 

教師デーラン氏講説 農事 高崎正風視察功程(中) 高崎正風視察功程(中) 

教師ブロツク氏講説 税法兌銀舗略説 

教師デローシユ氏講説 税関規則 

華盛頓府勧農局制度及費額大略 

高崎正風視察功程(下) 高崎正風視察功程(下) 

  安川繁成視察功程 安川繁成視察功程 

  
英国税関規則 入港輸出輸入借庫

法 長岡義之視察功程 

英国税関規則 入港輸出輸入借庫

法 長岡義之視察功程 

  輸入・輸出・貸蔵入 横文 輸入・輸出・貸蔵入 横文 

  横文切手並免状 横文切手並免状 

各港規則書類 四     

耶蘇書類 七     

訴訟書類 九     
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二
．
一 

<

原
稿>

の
構
造 

  

表
４
は
、<

原
稿>

の
書
誌
情
報
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
明

治
十
年
一
月
に
上
呈
さ
れ
た
大
使
事
務
書
目
お
よ
び
理
事
官
視
察
官
取
調
書
目
と
標
題

は
異
な
る
も
の
の
、
同
一
の
内
容
を
持
つ
書
誌
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
一
方
で
、「
欧

米
派
出 

特
命
全
権
大
使
公
信 

来
書
」
と
「
大
使
信
書
原
案 

来
」
と
「
在
欧
米
中
公
信
」

の
よ
う
に
、
内
容
が
重
複
す
る
書
誌
を
複
数
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な

重
複
は
、<

原
稿>

に
し
か
見
ら
れ
な
い
。 

 

各
書
誌
に
使
用
さ
れ
て
い
る
用
箋
に
注
目
す
る
と
、
そ
の
種
類
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

大
使
事
務
書
目
と
対
照
す
る
書
誌
に
つ
い
て
は
、
太
政
官
の
用
箋
が
使
用
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
様
式
は
赤
色
八
行
罫
紙
や
青
色
十
行
罫
紙
な
ど
一
定
で
は
な
い
。
大
使
事
務

書
目
の
取
調
は
明
治
六
年
十
月
七
日
に
開
始
さ
れ
て
い
る
が
23

、
明
治
八
年
四
月
八
日

に
統
一
的
使
用
が
通
達
さ
れ
た
十
三
行
罫
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
24

、
こ

の
間
に
編
修
さ
れ
た
書
誌
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。 

 

他
方
、
理
事
官
視
察
官
取
調
書
目
と
対
照
す
る
書
誌
に
つ
い
て
は
、
記
録
作
成
元
で

あ
る
各
院
・
省
・
寮
の
用
箋
が
そ
の
ま
ま
編
綴
さ
れ
て
お
り
、
太
政
官
正
院
に
収
蔵
さ

れ
た
こ
と
を
示
す
「
正
院
記
録
」
の
蔵
書
印
が
押
印
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ら
の
書
誌
は
各
部
局
か
ら
太
政
官
に
提
出
さ
れ
た
復
命
記
録
そ
の
も
の
で
あ
る
こ

と
が
窺
え
る
。 

 

た
だ
し
、
提
出
さ
れ
た
各
記
録
に
は
、
大
使
事
務
局
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
こ
と
を
文
部
理
事
官
を
務
め
た
田
中
不
二
麿
が
提
出
し
た
復
命
記
録
を
例
に
検
討
し

て
み
よ
う
。
岩
倉
使
節
団
に
随
行
し
て
欧
米
を
歴
訪
し
た
田
中
は
、
帰
朝
後
、「
実
際
取

調
之
書
類
」
の
提
出
を
命
じ
ら
れ
た
25

。
田
中
は
、
復
命
記
録
と
し
て
作
成
し
た
「
理

事
功
程
」
の
う
ち
、
浄
書
の
完
了
し
た
巻
か
ら
順
次
提
出
を
行
っ
た
（
表
５
）。
太
政
官

に
提
出
さ
れ
た
理
事
功
程
は
大
使
事
務
局
に
廻
付
さ
れ
26

、
同
局
に
お
い
て
謄
写
・
合

 

大使書類原稿 大使書類原本 大使書類副本 

交際諸典例 十二     

各港輸出入物品数価税調(己巳)     

各港輸出入物品数価税調(庚午)     

各港輸出入物品数価税調(辛未)     

大使信報     

大使雑録     

来信附属書類     

大使事務局日記     

米欧回覧日記原稿【抹消線あり】     

米欧回覧日記草稿【抹消線あり】     

  大臣参議及各省卿輔約定書   

  欧米派出大使御用留   

（参考） 

  国立公文書館所蔵「〔記録目録〕第十 単行書」昭和46総00909100 
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倉
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復
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記
録
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構
造
と
特
質 

一
二 

綴
・
装
丁
が
施
さ
れ
た
。
装
丁
さ
れ
た
各
簿
冊
の
題
簽
を
見
る
と
、
一
巻
か
ら
三
巻
ま

で
を
合
綴
し
て
「
理
事
官
書
類 

一
」
、
八
巻
か
ら
十
一
巻
ま
で
を
合
綴
し
て
「
理
事
官

書
類 

二
」
、
十
二
巻
か
ら
十
四
巻
ま
で
を
合
綴
し
て
「
理
事
官
書
類 

三
」
と
表
記
さ
れ

て
お
り
、
内
容
で
は
な
く
提
出
さ
れ
た
順
に
簿
冊
に
仕
立
て
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

残
り
の
各
巻
は
明
治
八
年
七
月
二
日
に
提
出
さ
れ
た
が
27

、
こ
の
時
点
ま
で
に
書
名
が

「
理
事
官
書
類
」
か
ら
「
理
事
功
程
」
へ
と
変
更
さ
れ
て
お
り
、「
理
事
官
書
類
」
と
表

記
さ
れ
た
簿
冊
の
題
簽
に
も
朱
筆
に
よ
る
訂
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

大
使
事
務
局
で
施
さ
れ
た
装
丁
は
、
題
簽
付
の
青
色
表
紙
な
い
し
無
題
簽
の
茶
色
表

紙
が
付
さ
れ
、
四
つ
目
綴
じ
の
美
濃
本
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。
青
色
表
紙
の
付
さ
れ

た
簿
冊
は
、
表
紙
へ
の
分
類
記
号
と
思
し
き
書
込
や
角
裂
れ
の
処
置
な
ど
、
明
治
太
政

官
文
書
の
う
ち
「
青
表
紙
文
書
」
と
呼
称
さ
れ
る
簿
冊
と
同
様
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
28

。

な
お
、
表
紙
に
使
用
さ
れ
て
い
る
青
（
縹
）
色
に
は
濃
淡
の
違
い
が
認
め
ら
れ
、
藍
に

近
い
中
縹
色
お
よ
び
浅
葱
に
近
い
浅
縹
色
の
二
種
が
確
認
で
き
る
。
中
縹
色
の
表
紙
は

大
使
事
務
局
が
編
修
し
た
簿
冊
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
浅
縹
色
の
も
の
は
理
事
官
か
ら

提
出
さ
れ
た
も
の
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
明
治
八
年
三
月
十
七
日
、
理
事
官
・
視
察
官
の
う
ち
復
命
記
録
を
未
提

出
の
者
に
対
し
て
、
提
出
の
督
促
が
通
達
さ
れ
た
29

。
こ
れ
に
応
じ
て
提
出
さ
れ
た
書

誌
が
複
数
確
認
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
に
は
無
題
簽
の
茶
色
表
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

な
か
に
は<

原
稿>

に
含
ま
れ
て
い
な
い
書
誌
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
簿
冊
の
装
丁

が
「
青
表
紙
文
書
」
の
様
式
と
異
な
る
の
は
、
太
政
官
ヘ
の
提
出
時
期
が
遅
れ
込
ん
だ

た
め
に
、
大
使
事
務
局
に
お
け
る
装
丁
が
異
な
る
も
の
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

 表４ 大使書類原稿の書誌一覧 

題簽標題 用箋 表紙 蔵書印 書込 

欧米 大使全書 
太政官赤色8行罫紙 

太政官赤色10行罫紙 
青(中縹) 正院記録・内閣記録之印 利二ノ三

本朝公信 第一号至第三十号 天 太政官赤色10行罫紙 青(中縹) 正院記録・内閣記録之印  

本朝公信 自三十一号至四十六号 地 太政官赤色10行罫紙 青(中縹) 正院記録・内閣記録之印  

本朝公信 自四十七号至六十号 人 太政官赤色10行罫紙 青(中縹) 正院記録・内閣記録之印  

大使信書原案 往 (無名)青色10行罫紙 青(浅縹) 正院記録・内閣記録之印 〔 〕ノ三

欧米派出 特命全権大使公信 往書 完 太政官赤色10行罫紙 青(中縹) 正院記録・内閣記録之印 〔 〕ノ三

公信附属書類 一 太政官赤色10行罫紙 青(中縹) 正院記録・内閣記録之印  

公信附属書類 二 太政官赤色10行罫紙 青(中縹) 正院記録・内閣記録之印  

公信附属書類 三 太政官赤色10行罫紙 青(中縹) 正院記録・内閣記録之印  

公信附属書類 四 太政官赤色10行罫紙 青(中縹) 正院記録・内閣記録之印  

公信附属書類 五 太政官赤色10行罫紙 青(中縹) 正院記録・内閣記録之印 利二ノ三

欧米派出 特命全権大使公信 来書 乾 太政官青色10行罫紙 青(中縹) 正院記録・内閣記録之印 〔 〕ノ三

欧米派出 特命全権大使公信 来書 坤 太政官赤色10行罫紙 青(中縹) 正院記録・内閣記録之印 〔 〕ノ三

大使信書原案 来 附雑書 

(無名)青色11行罫紙 

(無名)青色8行罫紙 

(無名)赤色9行罫紙 

太政官赤色10行罫紙 

外務省赤色8行罫紙 

太政官赤色8行罫紙 

青(浅縹) 正院記録・内閣記録之印 〔 〕ノ三
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題簽標題 用箋 表紙 蔵書印 書込 

在欧米中公信 全 太政官赤色10行罫紙 青(中縹) 正院記録・内閣記録之印 〔 〕ノ三

各国帝王謁見式 太政官赤色10行罫紙 青(中縹) 正院記録・内閣記録之印 利二ノ三

演舌応答 太政官赤色10行罫紙 青(中縹) 正院記録・内閣記録之印  

在米雑務書類 太政官赤色10行罫紙 青(中縹) 正院記録・内閣記録之印 利二ノ三

在英雑務書類 太政官赤色10行罫紙 青(中縹) 正院記録・内閣記録之印  

在英雑務書類 太政官赤色10行罫紙 青(中縹) 正院記録・内閣記録之印  

在仏雑務書類 太政官赤色10行罫紙 青(中縹) 正院記録・内閣記録之印  

在仏雑務書類 太政官赤色10行罫紙 青(中縹) 正院記録・内閣記録之印  

発仏後雑務書類 太政官赤色10行罫紙 青(中縹) 正院記録・内閣記録之印  

発仏後雑務書類 太政官赤色10行罫紙 青(中縹) 正院記録・内閣記録之印  

理事官書類 司法省 一 各書四冊合綴 司法省赤色10行罫紙 青(浅縹) 正院記録・内閣記録之印 利二ノ三

理事官書類 司法省 二 論氏英法小言 

第一巻ヨリ第四巻ニ至ル 
司法省赤色10行罫紙 青(浅縹) 正院記録・内閣記録之印 利二ノ三

理事官書類 司法省 三 論氏英法小言 

第五巻ヨリ第八巻ニ至ル 
司法省赤色10行罫紙 青(浅縹) 正院記録・内閣記録之印 利二ノ三

理事官書類 司法省 四 司法省赤色10行罫紙 青(浅縹) 正院記録・内閣記録之印 利二ノ三

理事官書類 司法省 五 論氏英法小言 

第十二巻ヨリ第十四巻ニ至ル 
司法省赤色10行罫紙 青(浅縹) 正院記録・内閣記録之印 利二ノ三

見聞筆乗 司法省赤色10行罫紙 茶 正院記録・内閣記録之印 利二ノ三

理事（官書類）功程 文部省 一 第壱ヨ

リ第三ニ至ル 
【無罫紙】 青(浅縹) 正院記録・内閣記録之印 利二ノ三

理事功程 文部省 二 【無罫紙】 青(浅縹) 正院記録・内閣記録之印 利二ノ三

理事功程 文部省 三 【無罫紙】 青(浅縹) 正院記録・内閣記録之印 〔 〕ノ三

理事（官書類）功程 文部省 二 第八ヨ

リ第十一ニ至ル 
【無罫紙】 青(浅縹) 正院記録・内閣記録之印 〔 〕ノ三

理事（官書類）功程 文部省 三 第十一

ヨリ第十四ニ至ル 
【無罫紙】 青(浅縹) 正院記録・内閣記録之印 〔 〕ノ三

理事功程 文部省 【無罫紙】 青(浅縹) 正院記録・内閣記録之印 利二ノ三

米洲聯邦戸籍整定条例 (無名)青色10行罫紙 茶 正院記録・内閣記録之印 利二ノ三

亜米利加合衆国法律書略訳 (無名)青色10行罫紙 茶 正院記録・内閣記録之印 利二ノ三

由答郡鹹湖府税則并聞書 大蔵省青色10行罫紙 茶 正院記録・内閣記録之印 利二ノ三

米国大蔵省職制及所務手続聞書 大蔵省青色10行罫紙 茶 正院記録・内閣記録之印 利二ノ三

合衆国国税事務実視録 大蔵省青色10行罫紙 茶 正院記録・内閣記録之印 利二ノ三

紐育府政聞書並諸規則訳 大蔵省青色10行罫紙 茶 正院記録・内閣記録之印 利二ノ三

紐育府馬車税則訳 大蔵省青色10行罫紙 茶 正院記録・内閣記録之印 利二ノ三

勧農見込書 (無名)青色10行罫紙 茶 正院記録・内閣記録之印 利二ノ三

理事官書類 宮内省式部寮 
宮内省赤色10行罫紙 

太政官青色10行罫紙 
青(浅縹) 正院記録・内閣記録之印 

〔 〕二ノ

三 

外国関係事務調査書 (無名)青色10行罫紙 茶 正院記録・内閣記録之印 利二ノ三
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題簽標題 用箋 表紙 蔵書印 書込 

理事官書類 海軍省大阪府 
主船寮青色10行罫紙 

大阪府黒色10行罫紙 
青(浅縹) 正院記録・内閣記録之印 

〔 〕二ノ

三 

理事官書類 外務省 地方事務質問抜粋 (無名)青色10行罫紙 青(浅縹) 正院記録・内閣記録之印 〔 〕三

清国案内 外務省赤色10行罫紙 茶 正院記録・内閣記録之印 利二ノ三

英国サレンシストル農学校大意 内務省青色10行罫紙 茶 正院記録・内閣記録之印 利二ノ三

英国獣医学校生徒規則並法度 内務省青色10行罫紙 茶 正院記録・内閣記録之印 利二ノ三

英倫農業会社准許状及内則 内務省青色10行罫紙 茶 正院記録・内閣記録之印 利二ノ三

華盛頓府勧農寮職制 内務省青色10行罫紙 茶 正院記録・内閣記録之印 利二ノ三

華盛頓府勧業寮事務章程 内務省青色10行罫紙 茶 正院記録・内閣記録之印 利二ノ三

教師シヤユエー氏講説工事 左院赤色10行罫紙 茶 左院蔵書・諸業課・内閣記録之印 利〔 〕

教師テーラン氏講説農事 左院赤色10行罫紙 茶 左院蔵書・諸業課・内閣記録之印  

教師フロツク氏講説税法 左院赤色10行罫紙 茶 左院蔵書・法制課・内閣記録之印  

教師デローシユ氏講説税関規則 左院赤色10行罫紙 茶 正院記録・法制課・内閣記録之印  

華盛頓勧農局制度及費額大略 左院赤色10行罫紙 茶 左院蔵書・諸業課・内閣記録之印 利〔 〕

各港規則書類 (無名)青色12行罫紙 茅 太政官記録印・内閣記録之印 利二ノ三

耶蘇書類 (無名)青色12行罫紙 茅 太政官記録印・内閣記録之印  

訴訟書類 (無名)青色12行罫紙 茅 太政官記録印・内閣記録之印 利二ノ三

交際典例及関係書類 (無名)青色12行罫紙 茅 太政官記録印・内閣記録之印 利二ノ三

己巳年中各港輸入物品数価〆高 大蔵省黒色8行罫紙 茶 内閣記録之印  

庚午年各港輸出物品数価税調 大蔵省黒色8行罫紙 茶 内閣記録之印  

辛未 自正月至六月 各港輸出物品数価

税調 
大蔵省黒色8行罫紙 茶 内閣記録之印  

大使信報 【版本】 茅 正院記録･内史本課･内閣記録之印 利二ノ三

大使雑録 自癸酉五月至仝九月 

太政官赤色8行罫紙 

兵部省青色8行罫紙 

司法省青色8行罫紙 

外務省赤色8行罫紙 

左院赤色8行罫紙 

大蔵省青色8行罫紙 

陸軍省青色8行罫紙 

太政官赤色10行罫紙 

工部省青色8行罫紙 

文部省赤色8行罫紙 

三条家赤色8行罫紙 

築地電信局青色8行罫紙 

外務省赤色10行罫紙 

大蔵省青色10行罫紙 

電信寮青色8行罫紙 

青(中縹) 内閣記録之印 〔 〕ノ三

来信附属書類 太政官赤色10行罫紙 青(中縹) 正院記録・内閣記録之印 〔 〕ノ三

大使事務局日記 太政官赤色10行罫紙 茶 内閣記録之印  
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二
．
二 

<

原
本>

の
構
造 

  

表
６
は
、<

原
本>

の
書
誌
情
報
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
大

使
事
務
書
目
お
よ
び
理
事
官
視
察
官
取
調
書
目
と
標
題
が
一
致
し
て
お
り
、
数
量
に
つ

い
て
も
正
本
分
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
た
し
か
に
、<

原
本>

は
太
政
官

に
下
付
さ
れ
た
復
命
記
録
の
正
本
で
あ
る
。 

 
<

原
稿>

と
比
較
す
る
と
、
同
一
内
容
を
有
す
る
書
誌
が
整
理
さ
れ
、
書
誌
間
の
重
複

は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
本
朝
公
信
」
や
「
岩
山
敬
義
報
告
理
事
功
程
」

の
よ
う
に
、<

原
稿>

で
は
複
数
冊
か
ら
成
っ
て
い
た
書
誌
が
一
冊
に
合
冊
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、<

原
本>

の
調
製
に
お
い
て
は
、
簿
冊
の
集
約
化
が
進
め
ら
れ
た
こ
と

が
分
か
る
。 

 
<

原
本>

中
の
謄
本
は
、
使
用
さ
れ
て
い
る
用
箋
が
太
政
官
赤
色
十
三
行
罫
紙
で
統
一

さ
れ
て
お
り
、
表
紙
も
青
（
浅
縹
）
色
で
統
一
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
様
式
の
統
一
化
が

認
め
ら
れ
る
。<

原
本>

と
正
副
関
係
に
あ
る
外
交
公
文
中
の
謄
本
も
同
じ
用
箋
・
装
丁

で
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
簿
冊
様
式
の
統
一
は
上
呈
に
備
え
た
措
置
と
考
え
ら

れ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、<

原
本>

に
お
い
て
は
、「
大
蔵
省
理
事
功
程 

万
国
通
私
法
」
三
冊
や
「
安

川
繁
成
報
告
視
察
功
程
」
十
一
冊
の
よ
う
に
、
版
本
の
体
裁
を
取
る
書
誌
が
含
ま
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
版
本
に
は
、「
正
院
記
録
」
の
蔵
書
印
が
押
印
さ
れ
て
お
り
、
理
事
官
・

視
察
官
か
ら
太
政
官
に
提
出
さ
れ
た
書
誌
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
提
出
さ

れ
た
版
本
は
、
本
来
で
あ
れ
ば<

原
稿>

に
編
入
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
ま
ま
上
呈
用
と

し
て
流
用
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

 

ま
た
、
新
た
に
編
入
さ
れ
た
書
誌
と
し
て
、
「
司
法
省
理
事
功
程 

加
里
州
典
」
四
冊

が
挙
げ
ら
れ
る
。
司
法
省
理
事
功
程
に
つ
い
て
は
、
司
法
理
事
官
佐
々
木
高
行
に
よ
っ

て
五
冊
分
が
早
々
に
提
出
さ
れ
た
が
、
先
述
し
た
明
治
八
年
三
月
の
督
促
に
お
い
て
、

  表５ 田中不二麿による復命記録の提出 

提出日 提出された浄写本 「大使書類原稿」の題簽標題 

M6.9.8 理事功程 壱 

M6.9.8 理事功程 二 

M6.10.31 理事功程 三 

理事官書類 文部省 一 

(M7.9.29) 理事功程 仏国 四 

M8.7.2 理事功程 仏国 五 
理事功程 文部省 二 

M8.7.2 理事功程 仏国 六 

M8.7.2 理事功程 仏国白耳義国 七 
理事功程 文部省 三 

M7.9.18 理事功程 独乙国之一 巻八 

M7.9.18 理事功程 独乙国之二 巻九 

M7.9.18 理事功程 独乙国之三 巻十 

M7.9.18 理事功程 独乙国之四 巻十一 

理事官書類 文部省 二 

(M7.9.29) 理事功程 和蘭国 十二 

(M7.9.29) 理事功程 瑞士国 十三 

(M7.9.29) 理事功程 瑞士国 十四 

理事官書類 文部省 三 

M8.7.2 理事功程 瑞士国嗹国魯国 十五 理事功程 文部省 

（出典） 

 ①国立公文書館所蔵「単行書・大使書類原稿理事功程・文部省一」単00270100（JACAR Ref.A04017138200）

 ②国立公文書館所蔵「単行書・大使書類原稿理事功程・文部省四」単00273100（JACAR Ref.A04017138800）

 ③国立公文書館所蔵「単行書・大使書類原稿理事功程・文部省五」単00274100（JACAR Ref.A04017139000）

 ④国立公文書館所蔵「理事功程中脱稿ノ儀届」公01444100 
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「
見
聞
筆
乗
加
里
州
典
等
早
々
可
差
出
候
也
」
と
通
達
さ
れ
て
い
る
30

。
こ
の
督
促
に

応
じ
て
報
告
書
の
追
加
提
出
が
な
さ
れ
、
そ
の
う
ち
「
加
里
州
典
」
は
司
法
省
理
事
功

程
の
六
冊
目
か
ら
九
冊
目
、
「
見
聞
筆
乗
」
は
十
冊
目
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、<
原
本>

中
の
司
法
省
理
事
功
程
は
太
政
官
赤
色
十
三
行
罫
紙
で
統
一
さ

れ
て
い
る
が
、
九
冊
目
に
の
み
大
審
院
の
用
箋
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
外
交
公

文
中
の
司
法
省
理
事
功
程
は
、
や
は
り
太
政
官
赤
色
十
三
行
罫
紙
で
統
一
さ
れ
て
い
る

が
、
六
冊
目
か
ら
八
冊
目
に
お
い
て
大
審
院
の
用
箋
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、「
加
里
州
典
」
が
大
審
院
に
お
い
て
作
成
さ
れ
、
提
出
さ
れ
た
謄
本
が
そ
の
ま
ま

上
呈
用
に
流
用
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
大
審
院
の
用
箋
を
用
い
た
書
誌
が<

原
本>

と
外
交
公
文
と
に
混
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
上
呈
書
誌
の
正
本
と
副
本
と
の
間

で
混
乱
が
生
じ
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

 

二
．
三 

<

副
本>

の
構
造 

  

表
７
は
、<

副
本>

の
書
誌
情
報
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
て
明
ら
か

な
よ
う
に
、<

副
本>

の
構
成
は<

原
本>

と
概
ね
一
致
し
て
お
り
、
数
量
に
つ
い
て
も
理

事
官
視
察
官
取
調
書
目
の
副
本
分
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
既
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、<

原
本>

と<

副
本>

は
正
副
関
係
に
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
妥
当

の
よ
う
で
あ
る
。 

 

た
だ
し
、<

副
本>

が
上
呈
さ
れ
た
復
命
記
録
の
副
本
そ
の
も
の
か
と
い
う
と
、
そ
う

で
は
な
い
。
上
呈
さ
れ
た
副
本
は
、
外
務
省
に
下
付
さ
れ
、
現
在
は
外
交
公
文
に
分
類

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
前
章
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
使
用
さ
れ
て
い
る
用
箋

や
装
丁
に
注
目
す
る
と
、<

副
本>

の
簿
冊
に
は
太
政
官
青
色
十
三
行
罫
紙
・
黄
色
表
紙

が
使
用
さ
れ
て
お
り
、<

原
本>

お
よ
び
外
交
公
文
と
の
間
に
様
式
の
相
違
が
認
め
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
正
副
関
係
を
持
つ
復
命
記
録
は<

原
本>

と

外
交
公
文
で
あ
り
、<

副
本>

は<

原
本>

の
複
製
と
し
て
太
政
官
内
部
で
調
製
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、<

副
本>

の
書
誌
に
押
印
さ
れ
て
い
る
蔵
書
印
に
つ
い
て
、
付
言
し
て
お

き
た
い
。<

副
本>

中
の
文
部
省
理
事
功
程
に
は
「
正
院
記
録
」
の
蔵
書
印
が
押
印
さ
れ

て
お
り
、
こ
れ
ら
簿
冊
が
正
院
に
提
出
・
収
蔵
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
文
部
省
理
事

功
程
は
、
明
治
六
年
十
二
月
か
ら
明
治
八
年
九
月
に
か
け
て
文
部
省
よ
り
板
行
さ
れ
31

、

明
治
十
年
六
月
に
合
本
再
板
さ
れ
た
32

。
明
治
八
年
十
一
月
に
は
、
田
中
か
ら
太
政
大

臣
三
条
実
美
に
宛
て
て
、「
今
般
刻
本
製
了
候
ニ
付
即
全
部
十
五
冊
更
ニ
具
進
候
也
」
と
、

版
本
十
五
冊
が
上
呈
さ
れ
て
い
る
33

。
上
呈
さ
れ
た
版
本
は
大
使
事
務
局
に
廻
付
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
局
に
よ
る
謄
本
調
製
は
正
本
分
の
み
と
さ
れ
、
提
出
さ
れ
た
版

本
を
副
本
分
と
し
て
流
用
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

 

ま
た
、<

副
本>

に
含
ま
れ
る
合
衆
国
戸
籍
取
調
表
の
封
袋
に
も
、「
正
院
記
録
」
の
蔵

書
印
が
確
認
で
き
、
当
該
資
料
が
大
蔵
省
か
ら
提
出
さ
れ
た
記
録
そ
の
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
の
が
、
封
袋
の
上
書
き
で
あ
る
。
「
正
院
記
録
」

が
押
印
さ
れ
て
い
る<

副
本>

の
封
袋
に
は
、「
利
二
ノ
一
」
の
朱
筆
書
込
が
認
め
ら
れ
る

が
、
こ
れ
は<

原
本>

中
の
書
誌
に
散
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、<

原
本>

に
含
ま

れ
る
同
名
資
料
の
封
袋
に
は
、「
利
二
ノ
二
」
の
朱
筆
書
込
が
あ
る
が
、
こ
れ
は<

副
本>

中
の
書
誌
に
散
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
合
衆
国
戸
籍
取
調
表
に
つ

い
て
は
、<

原
本>

と<

副
本>

の
入
れ
違
い
が
生
じ
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
大
使

書
類
は
サ
ブ
シ
リ
ー
ズ
ご
と
に
異
な
る
「
函
」
で
管
理
さ
れ
て
い
た
が
、
合
衆
国
戸
籍

取
調
表
の
各
封
袋
に
は
「
七
函
」
と
同
じ
函
番
号
が
記
載
さ
れ
た
管
理
ラ
ベ
ル
が
貼
付

さ
れ
て
お
り
、
同
一
の
「
函
」
に
お
い
て
管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、

も
と
も
と
別
個
に
管
理
さ
れ
て
い
た<

原
本>

と<

副
本>

の
当
該
資
料
が
、
後
に
同
一
管

理
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
混
同
が
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 
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 表６ 大使書類原本の書誌一覧 

題簽標題 用箋 表紙 蔵書印 書込 

大使全書 全 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印  

本朝公信 全 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印  

本朝公信附属書類 上 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印  

本朝公信附属書類 中 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印  

本朝公信附属書類 下 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印  

大使公信 全 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印  

謁見式 全 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印  

条約談判書 全 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印  

在米雑務書類 全 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印  

在英雑務書類 全 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印  

在仏雑務書類 全 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印  

発仏後雑務書類 全 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印  

司法省理事功程 一 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印  

司法省理事功程 二 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印  

司法省理事功程 三 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印  

司法省理事功程 四 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印  

司法省理事功程 五 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印  

司法省理事功程 六 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印 利二ノ一

司法省理事功程 七 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印  

司法省理事功程 八 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印  

司法省理事功程 九 大審院赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印 利二ノ一

司法省理事功程 十尾 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印 利二ノ一

文部省理事功程 一 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印  

文部省理事功程 二 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印  

文部省理事功程 三 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印  

文部省理事功程 四 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印  

文部省理事功程 五 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印  

文部省理事功程 六尾 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印  

大蔵省理事功程 一 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印  

大蔵省理事功程 二 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印  

大蔵省理事功程 三 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印  

大蔵理事功程 万国通私法 四 【版本】 黒 正院記録 利二ノ一

大蔵理事功程 万国通私法 五 【版本】 黒 正院記録  

大蔵理事功程 万国通私法 六 【版本】 黒 正院記録  

大蔵省理事功程第一巻附 合衆国戸籍

取調表 五葉 
【一紙】 － 太政官記録 利二ノ二

宮内省式部寮 理事功程 全 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) 太政官記録印  

肥田為良吉原重俊川路寛堂杉山一成報

告 理事功程 全 
太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) －  

内海忠勝報告 理事功程 全 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) － 利二ノ一

中山信彬報告 理事功程 全 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) － 利二ノ一

岩山敬義報告 理事功程 全 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) －  

高崎正風報告 視察功程 上 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) －  

高崎正風報告 視察功程 中 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) －  
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高崎正風報告 視察功程 下 太政官赤色13行罫紙 青(浅縹) －  

安川繁成編纂 英国議事実見録 上 【版本】 黄 正院記録  

安川繁成編纂 英国議事実見録 中 【版本】 黄 正院記録  

安川繁成編纂 英国議事実見録 下 【版本】 黄 正院記録  

安川繁成編録 英国政治概論前編 上 【版本】 黄 正院記録  

安川繁成編録 英国政治概論前編 中 【版本】 黄 正院記録  

安川繁成編録 英国政治概論前編 下 【版本】 黄 正院記録  

安川繁成編録 英国政治概論後編 上 【版本】 黄 正院記録  

安川繁成編録 英国政治概論後編 中 【版本】 黄 正院記録  

安川繁成編録 英国政治概論後編 下 【版本】 黄 正院記録  

安川繁成編輯 英国新聞紙開明鑑記 上 【版本】 黄 正院記録  

安川繁成編輯 英国新聞紙開明鑑記 下 【版本】 黄 正院記録  

英国税関規則 入港法 神戸港税関青色10行罫紙 茅 太政官記録  

英国税関規則 輸出法 神戸港税関青色10行罫紙 茅 太政官記録  

英国税関規則 輸入法 神戸港税関青色10行罫紙 茅 太政官記録  

英国税関規則 借庫法 神戸港税関青色10行罫紙 茅 太政官記録  

輸入 輸出 貸蔵入 横文十一綴 同二十

四葉 
【一紙】 － －  

運輸車ノ切手 無税品運輸ノ切手 無税

運ヒ込ノ免状 同追ヒ添ノ免状 酒類運

ヒ込ノ免状 「ロテーシヨン」 拾四綴 

【一紙】 － －  

大臣参議及各省卿大輔約定書 【一紙】 － －  

欧米派出大使御用留之内 米都府対話

英都府対話 
外務省赤色8行罫紙 (無色) 太政官記録印・内史之印(消印)  

欧米派出大使御用留之内 日本在留各

国公使書翰往復并応接記 
外務省赤色8行罫紙 (無色) 太政官記録印・内史之印(消印)  

欧米派出大使御用留之内 勅旨御委任

状諸省見込為心得御達御沙汰御下知太

政官往復旅費并進贈品代価大蔵省ヨリ

請取高共 

外務省赤色8行罫紙 (無色) 太政官記録印・内史之印(消印)  

自辛未十二月至壬申五月 欧米派出大

副使書記官来信 
外務省赤色8行罫紙 (無色) 太政官記録印・内史之印(消印)  

自第十号至第廿二号 欧米派出大副使

来信 
外務省赤色8行罫紙 (無色) 太政官記録印・内史之印(消印)  

欧米派出大使御用留之内 擬定条約 御

国調并米都府ニテ大副使調共 附大久

保伊藤両副使帰朝趣旨書 

外務省赤色8行罫紙 (無色) 太政官記録印・内史之印(消印)  
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 表７ 大使書類副本の書誌一覧 

題簽標題 用箋 表紙 蔵書印 書込 

大使全書 全 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録   

本朝公信 全 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録   

本朝公信附属書類 上 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録   

本朝公信附属書類 中 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録   

本朝公信附属書類 下 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録   

大使公信 全 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録   

謁見式 全 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録   

条約談判書 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録   

在米雑務書類 全 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録   

在英雑務書類 全 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録   

在仏雑務書類 全 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録   

発仏後雑務書類 全 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録   

司法省理事功程 一 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録   

司法省理事功程 二 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録   

司法省理事功程 三 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録   

司法省理事功程 四 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録   

司法省理事功程 五 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録   

司法省理事功程 六 太政官青色13行罫紙 黄 － 〔 〕二

司法省理事功程 七 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録   

司法省理事功程 八 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録   

司法省理事功程 九 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録   

司法省理事功程 十 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録   

理事功程 合衆国 一 【版本】 黒 正院記録・史官第三課 〔 〕二

理事功程 合衆国 二 【版本】 黒 正院記録・史官第三課   

理事功程 英国 三 【版本】 黒 正院記録・史官第三課   

理事功程 仏国 四 【版本】 黒 正院記録・史官第三課   

理事功程 仏国 五 【版本】 黒 正院記録・史官第三課   

理事功程 仏国 六 【版本】 黒 正院記録・史官第三課   

理事功程 仏国白耳義国 七 【版本】 黒 正院記録・史官第三課   

理事功程 独乙国 八 【版本】 黒 正院記録・史官第三課   

理事功程 独乙国 九 【版本】 黒 正院記録・史官第三課   

理事功程 独乙国 十 【版本】 黒 正院記録・史官第三課   

理事功程 独乙国 十一 【版本】 黒 正院記録・史官第三課   

理事功程 和蘭国 十二 【版本】 黒 正院記録・史官第三課   

理事功程 瑞士国 十三 【版本】 黒 正院記録・史官第三課   

理事功程 瑞士国 十四 【版本】 黒 正院記録・史官第三課   

理事功程 瑞士国嗹国魯国 十五 【版本】 黒 正院記録・史官第三課   

大蔵省理事功程 一 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録   
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大蔵省理事功程 二 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録   

大蔵省理事功程 三 太政官青色13行罫紙 黄 －   

大蔵理事功程 万国通私法 四 【版本】 黒 太政官記録 利二ノ二

大蔵理事功程 万国通私法 五 【版本】 黒 太政官記録   

大蔵理事功程 万国通私法 六止 【版本】 黒 太政官記録   

大蔵省理事功程第一巻附 合衆国戸籍

取調表 五葉 
【一紙】 － 正院記録 利二ノ一

宮内省式部寮 理事功程 全 太政官青色13行罫紙 黄 －   

肥田吉原川路杉山 理事功程 全 太政官青色13行罫紙 黄 －   

内海忠勝理事功程 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録印   

中山信彬報告 理事功程 全 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録印   

岩山敬義報告 理事功程 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録印   

高崎正風報告 視察功程 上 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録印   

高崎正風報告 視察功程 中 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録印   

高崎正風報告 視察功程 下 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録印   

安川繁成編纂 英国議事実見録 上 【版本】 黄 太政官記録   

安川繁成編纂 英国議事実見録 中 【版本】 黄 太政官記録   

安川繁成編纂 英国議事実見録 下 【版本】 黄 太政官記録   

安川繁成編録 英国政治概論前編 上 【版本】 黄 太政官記録 〔 〕二

安川繁成編録 英国政治概論前編 中 【版本】 黄 太政官記録   

安川繁成編録 英国政治概論前編 下 【版本】 黄 太政官記録   

安川繁成編録 英国政治概論後編 上 【版本】 黄 太政官記録   

安川繁成編録 英国政治概論後編 中 【版本】 黄 太政官記録   

安川繁成編録 英国政治概論後編 下 【版本】 黄 太政官記録   

安川繁成編輯 英国新聞紙開明鑑記 上 【版本】 黄 太政官記録   

安川繁成編輯 英国新聞紙開明鑑記 下 【版本】 黄 太政官記録   

英国税関規則 入港法 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録 利二ノ二

英国税関規則 輸出法 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録 利二ノ二

英国税関規則 輸入法 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録 利二ノ二

英国税関規則 借庫法 太政官青色13行罫紙 黄 太政官記録 利二ノ二

輸入 輸出 貸蔵入 横文十一綴 同二十

四葉 
【一紙】 － －   

運輸車ノ切手 無税品運輸ノ切手 無税

運ヒ込ノ免状 同追ヒ添ノ免状 酒類運

ヒ込ノ免状 「ロテーシヨン」 拾四綴 

【一紙】 － －   
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編
入
書
誌
の
特
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第
一
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
大
使
書
類
を
構
成
す
る
書
誌
の
中
に
は
、
特
定
の
サ
ブ

シ
リ
ー
ズ
に
の
み
含
ま
れ
て
い
る
も
の
が
複
数
存
在
す
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
書

誌
を
取
り
上
げ
、
そ
の
特
質
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
い
。 

 

三
．
一 

各
国
規
則
書
類
ほ
か
携
行
書
類 

  
<

原
稿>

に
の
み
含
ま
れ
て
い
る
書
誌
と
し
て
、「
各
国
規
則
書
類
」「
耶
蘇
書
類
」「
訴

訟
書
類
」「
交
際
典
例
及
関
係
書
類
」
お
よ
び
「
各
港
輸
出
入
物
品
数
価
税
調
」
三
冊
が

挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
条
約
改
正
準
備
交
渉
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
携

行
書
類
、
と
推
定
さ
れ
て
い
る
34

。
た
し
か
に
、
岩
倉
使
節
団
派
遣
に
際
し
、
外
務
省

で
は
各
省
に
働
き
か
け
て
携
行
書
類
の
作
成
を
実
施
し
た
35

。
各
国
規
則
書
類
以
下
四

冊
に
つ
い
て
は
、
他
の
書
誌
と
比
較
す
る
と
、
簿
冊
の
判
型
が
小
さ
く
、
用
箋
と
し
て

薄
手
で
軽
い
薄
様
紙
が
使
用
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
携
帯
に
適
し
た
仕
様
と
な
っ
て
い
る
。 

 

た
だ
し
、
蔵
書
印
に
注
目
し
て
み
る
と
、
「
太
政
官
記
録
印
」
と
「
内
閣
記
録
之
印
」

の
印
が
押
印
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
組
合
せ
は
大
使
書
類
を
構
成
す
る
他
の
書
誌
に
は

見
ら
れ
な
い
。
装
丁
に
つ
い
て
も
、
大
使
書
類
中
に
は
あ
ま
り
類
例
が
見
ら
れ
な
い
、

茅
色
の
表
紙
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
各
港
輸
出
入
物
品
数
価
税
調
に
つ
い
て
は
、
大
蔵
省
黒
色
八
行
罫
紙
が
使
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
十
行
罫
紙
の
統
一
的
使
用
が
通
達
さ
れ
た
明
治
六
年
六
月
以

前
の
作
成
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
の
36

、
判
型
は
多
く
の
簿
冊
と
同
じ
美
濃

判
で
あ
り
、
表
紙
に
は
硬
質
の
茶
色
表
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
携
行
に
適
し
た

様
式
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
、「
内
閣
記
録
之
印
」
の
蔵
書
印
し
か
押
印
さ
れ
て
お
ら
ず
、

太
政
官
に
提
出
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
蔵
書
印
が
確
認
で
き
な
い
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
携
行
書
類
と
推
定
さ
れ
て
い
る
書
誌
は
、
使
節
団
の
携

帯
の
た
め
に
準
備
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
特
徴
を
有
す
る
一
方
で
、
明
ら
か
に
大
使
書
類

中
の
書
誌
と
は
作
成
・
伝
来
を
異
に
す
る
特
徴
が
見
受
け
ら
れ
る
。
携
行
書
類
と
断
定

す
る
に
は
、
今
少
し
判
断
材
料
が
必
要
で
あ
ろ
う
。 

 

三
．
二 

英
国
税
関
規
則
お
よ
び
欧
文
資
料 

  
<

原
本>

お
よ
び<

副
本>

に
含
ま
れ
て
い
る
英
国
税
関
規
則
四
冊
は
、
先
述
の
通
り
、

長
岡
義
之
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
誌
で
あ
る
。 

 

大
蔵
理
事
官
随
行
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
長
岡
は
、
明
治
八
年
三
月
、「
先
般
全
権
大
使

ヨ
リ
相
達
置
候
マ
ル
セ
イ
ユ
、
ブ
リ
ン
ヂ
シ
ー
及
香
港
税
関
規
則
取
調
書
類
早
々
可
差

出
候
也
」
と
、
税
関
規
則
取
調
書
類
を
提
出
す
る
よ
う
督
促
を
受
け
た
37

。
こ
れ
に
応

え
る
べ
く
、
長
岡
か
ら
提
出
さ
れ
た
書
誌
が
、
英
国
税
関
規
則
で
あ
る
。
記
録
目
録
に

は
「
英
国
税
関
規
則 

入
港
、
輸
出
、
輸
入
、
借
庫
法 

長
岡
義
之
視
察
功
程
」
と
記
載

さ
れ
て
お
り
38

、
当
該
書
誌
が
左
院
視
察
官
の
報
告
書
と
同
じ
視
察
功
程
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 

英
国
税
関
規
則
の
う
ち
、<

原
本>

中
の
書
誌
は
、
版
心
に
「
神
戸
港 

税
関
」
と
記
載

さ
れ
て
い
る
青
色
十
行
罫
紙
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
神
戸
税
関
長
の
長
岡
か

ら
提
出
さ
れ
た
書
誌
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
他
方
、<

副
本>

お
よ
び
外
交

公
文
に
含
ま
れ
る
同
名
書
誌
は
、
太
政
官
赤
色
十
三
行
罫
紙
・
黄
色
表
紙
が
使
用
さ
れ

て
お
り
、
太
政
官
に
お
い
て
調
製
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

な
お
、<

原
本>

お
よ
び<

副
本>

に
は
、
「
輸
入
輸
出
貸
蔵
入 

横
文
」
お
よ
び
「
横
文

切
手
並
免
状
」
と
題
す
る
雑
多
な
欧
文
資
料
が
含
ま
れ
て
い
る
。
各
資
料
類
を
一
括
す

る
封
袋
に
は
、
と
も
に
「
二
袋
之
内
」
の
朱
書
き
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
39

、
二
つ
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の
欧
文
資
料
が
も
と
は
一
組
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
各
資
料
は
、
英
国
に
お

け
る
貿
易
・
輸
送
関
係
の
事
務
書
類
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
英
国
税
関
規
則

の
附
属
資
料
と
し
て
収
集
・
提
出
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

 

三
．
三 

大
臣
参
議
及
各
省
卿
大
輔
約
定
書 

  
<

原
本>

に
の
み
含
ま
れ
て
い
る
「
大
臣
参
議
及
各
省
卿
大
輔
約
定
書
」
は
、
岩
倉
使

節
団
派
遣
に
際
し
て
当
時
の
政
府
首
脳
が
取
り
交
わ
し
た
約
定
で
あ
り
、
早
く
か
ら
諸

書
に
引
用
さ
れ
る
な
ど
、
使
節
団
関
係
資
料
の
中
で
最
も
良
く
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

約
定
書
は
、
明
治
十
年
一
月
上
呈
の
大
使
事
務
書
目
に
は
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
外

交
公
文
中
に
も
伝
来
し
て
い
な
い
。
そ
の
名
称
は
、
明
治
十
九
年
作
成
の
記
録
目
録
に

お
い
て
、
初
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
明
治
十
年
一
月
か
ら

明
治
十
九
年
ま
で
の
間
に
、
約
定
書
は
大
使
書
類
に
編
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

記
録
目
録
の
数
量
欄
に
は
「
一
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
で
は
「
約
定
」
と

題
さ
れ
た
文
書
三
点
お
よ
び
封
袋
三
点
が
す
べ
て
同
一
の
請
求
番
号
に
て
一
括
管
理
さ

れ
て
い
る
。
も
と
も
と
紫
色
の
平
紐
で
綴
じ
ら
れ
た
「
原
本
」
が
伝
存
し
て
い
た
と
こ

ろ
、
当
該
資
料
が
初
め
て
展
示
さ
れ
た
昭
和
四
十
七
年
秋
の
展
示
「
明
治
前
期
国
政
資

料
展
」
開
催
後
の
書
庫
整
理
に
お
い
て
、「
草
案
」
二
点
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
40

。
こ

の
こ
と
か
ら
、<

原
本>

に
含
ま
れ
て
い
た
約
定
書
は
平
紐
で
綴
じ
ら
れ
た
一
点
の
み
で

あ
っ
た
と
こ
ろ
、
草
案
発
見
後
に
こ
れ
ら
が
新
た
に
編
入
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 

約
定
書
の
原
本
と
草
案
に
お
け
る
字
句
や
署
名
の
異
同
に
つ
い
て
は
既
に
詳
し
く
検

討
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
封
袋
に
つ
い
て
若
干
言
及
し
て
お
き
た
い
。 

 

①
「
大
臣
参
議
及
各
省
卿
大
輔
約
定
書
」
の
上
書
き
が
あ
る
封
袋
は
、
原
本
の
封
袋

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
寸
法
は
最
も
小
ぶ
り
で
あ
る
が
、
約
定
書
原
本
に
は
三
折
り
さ

れ
た
跡
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
同
資
料
が
封
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
袋

の
頭
と
胴
糊
代
の
部
分
に
は
紙
縒
り
が
通
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
封
が
可
能
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
三
つ
の
封
袋
の
う
ち
、
唯
一
古
い
管
理
ラ
ベ
ル
が
貼
付
さ
れ
て

い
る
。 

 

②
「
秘
書 

岩
倉
右
大
臣
以
下
欧
米
各
国
ヘ
派
遣
ニ
内
約
書
」
の
上
書
き
が
あ
る
封
袋

は
、
草
案
の
封
袋
と
さ
れ
て
い
る
。
草
案
二
点
に
は
、
と
も
に
二
折
り
さ
れ
て
い
た
形

跡
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
草
案
が
一
括
し
て
封
入
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

封
袋
に
は
美
濃
紙
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
折
封
と
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
①
に
比
べ
る
と

簡
素
な
仕
様
と
な
っ
て
い
る
。 

 

③
「
大
臣
参
議
及
各
省
卿
大
輔
約
定
書
一
点 

同
草
案
二
点
」
の
上
書
き
が
あ
る
封
袋

は
、
①
や
②
に
比
べ
る
と
大
判
で
、
原
本
・
草
案
を
折
り
畳
む
こ
と
な
く
封
入
で
き
る

寸
法
と
な
っ
て
い
る
。
紙
質
も
新
し
く
、
後
に
発
見
さ
れ
た
草
案
の
上
書
き
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
草
案
発
見
後
に
文
書
を
保
存
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
作
製
さ
れ
た
封
袋
と

考
え
ら
れ
る
。 

 

三
．
四 

欧
米
派
出
大
使
御
用
留 

  
<

原
本>

に
の
み
含
ま
れ
て
い
る
「
欧
米
派
出
大
使
御
用
留
」
六
冊
は
、
表
紙
に
「
外

務
省
調
」
の
上
書
き
が
あ
る
こ
と
、
用
箋
に
外
務
省
赤
色
八
行
罫
紙
が
使
用
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
外
務
省
に
お
い
て
調
製
さ
れ
た
簿
冊
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

外
務
省
で
調
製
さ
れ
た
簿
冊
が
、
な
ぜ
大
使
書
類
に
含
ま
れ
て
い
る
の
か
。「
大
使
雑

録
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
明
治
六
年
五
月
十
九
日
付
の
正
院
宛
外
務
少
輔
上
野
景
範
上

申
に
は
、「
炎
上
之
節
書
類
焼
失
ニ
付
本
省
留
記
之
内
御
院
江
関
係
之
分
此
節
謄
写
中
ニ

者
候
得
と
も
欧
米
派
出
全
権
大
使
之
部
出
来
候
間
即
六
冊
差
進
申
候
也
」
と
あ
る
41

。

こ
こ
で
い
う
「
炎
上
之
節
書
類
焼
失
」
と
は
、
同
月
五
日
に
発
生
し
た
皇
城
炎
上
に
よ
っ

て
、
明
治
太
政
官
文
書
の
多
く
が
焼
失
し
た
こ
と
を
指
す
。
焼
失
し
た
記
録
を
補
完
す
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る
べ
く
、
正
院
は
各
省
な
ど
に
往
復
書
類
や
引
継
文
書
を
謄
写
・
提
出
す
る
よ
う
要
請

し
た
42

。
上
野
の
上
申
で
は
、
正
院
か
ら
の
要
請
に
応
え
る
べ
く
外
務
省
が
保
管
す
る

「
留
記
」
の
う
ち
「
御
院
」
す
な
わ
ち
正
院
に
関
係
す
る
記
録
を
謄
写
し
て
い
る
こ
と
、

そ
の
う
ち
調
製
が
完
了
し
た
「
欧
米
派
出
全
権
大
使
之
部
」
六
冊
を
提
出
す
る
こ
と
、

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
上
野
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
欧
米
派
出
全
権
大
使
之
部
」
こ
そ
、

欧
米
派
出
大
使
御
用
留
で
あ
る
。 

 

当
該
簿
冊
に
は
、
す
べ
て
一
丁
目
に
「
内
史
之
印
」
の
蔵
書
印
が
押
印
（
す
べ
て
消

印
が
追
加
）
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
大
使
書
類
の
他
の
簿
冊
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴

で
あ
る
。
復
命
記
録
の
編
修
・
調
製
を
行
っ
た
大
使
事
務
局
は
太
政
官
内
史
の
管
轄
で

あ
っ
た
が
、
大
使
事
務
局
に
廻
付
さ
れ
て
復
命
記
録
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
簿
冊
に
は
、

「
正
院
記
録
」
の
蔵
書
印
が
押
印
さ
れ
て
お
り
、「
内
史
之
印
」は
押
印
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
欧
米
派
出
大
使
御
用
留
は
、
正
院
を
通
じ
て
内
史
に
廻
付
さ
れ
た
簿

冊
で
は
あ
る
も
の
の
、
大
使
事
務
局
が
編
修
・
調
製
し
た
記
録
と
は
別
系
統
で
収
蔵
・

管
理
さ
れ
て
い
た
資
料
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 

三
．
五 

回
覧
実
記
も
し
く
は
回
覧
日
記 

  

大
使
全
書
の
冒
頭
に
は
、
明
治
十
年
一
月
付
の
外
務
大
丞
田
辺
太
一
ほ
か
上
申
が
編

綴
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
上
呈
書
誌
と
し
て
「
回
覧
日
記
」
の
記
載
が
見
受
け
ら
れ

る
43

。
こ
の
事
実
は
、
岩
倉
使
節
団
研
究
に
お
い
て
早
く
か
ら
注
目
を
集
め
、
い
く
つ

か
の
検
討
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
久
米
美
術
館
お
よ
び
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館

（
旧
京
都
府
立
総
合
資
料
館
）
に
お
い
て
、「
米
欧
回
覧
日
記
」
と
題
す
る
書
誌
が
所
蔵

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
44

。 

 

ま
ず
、
確
認
を
し
て
お
き
た
い
の
は
、
上
呈
さ
れ
た
書
名
は
本
当
に
米
欧
回
覧
日
記

な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
史
官
か
ら
太
政
官
首
脳
に
宛
て
て
上
呈
さ
れ
た
大
使

事
務
書
目
に
は
「
回
覧
実
記
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
45

、
大
使
全
書
冒
頭
の
記
載
と
は

異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同
月
八
日
付
の
出
版
目
論
見
に
関
す
る
大
使
事
務
掛
上
申
に

は
、
「
全
権
大
使 

米
欧
回
覧
実
記
」
の
書
名
が
見
ら
れ
る
46

。
さ
ら
に
、
同
上
申
に
添

付
さ
れ
て
い
る
博
文
社
社
長
長
尾
景
弼
の
「
口
上
之
覚
」
に
お
い
て
は
、
「
回
覧
日
誌
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
明
治
十
年
一
月
時
点
に
お
い
て
、
当
該
書
誌

の
名
称
を
め
ぐ
っ
て
は
複
数
の
揺
ら
ぎ
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
「
官
符
原

案
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
明
治
十
年
一
月
付
史
官
上
申
に
は
、
大
臣
・
参
議
・
大
史
の

署
印
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
47

、
本
上
申
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
回
覧
実
記
」
が
公

式
性
の
高
い
書
名
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。 

 

米
欧
回
覧
実
記
は
、
複
数
段
階
の
加
筆
訂
正
を
経
て
、
九
十
三
巻
が
成
稿
さ
れ
、
さ

ら
に
校
訂
増
補
が
加
え
ら
れ
て
全
百
巻
と
さ
れ
た
。
前
述
の
大
使
事
務
掛
上
申
に
は
「
全

部
五
篇
九
十
三
巻
」
と
あ
り
48

、
ま
た
大
使
事
務
書
目
に
は
「
全
十
五
冊
」
と
記
載
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
49

、
上
呈
さ
れ
た
回
覧
実
記
は
増
補
前
段
階
の
九
十
三
巻
十
五
冊

で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
数
量
は
歴
彩
館
が
所
蔵
す
る
「
米
欧
回
覧
日
記
」
と

同
数
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
上
呈
さ
れ
た
回
覧
実
記
は
、
標
題
こ
そ
異
な
る
も
の
の
、
歴

彩
館
本
と
同
じ
か
極
め
て
近
し
い
成
稿
段
階
の
書
誌
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

た
だ
し
、
簿
冊
の
用
箋
や
装
丁
に
注
目
す
る
と
、
こ
の
推
定
に
は
留
保
を
加
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
彩
館
本
に
は
太
政
官
青
色
十
三
行
罫
紙
・
黄
色
表
紙
が
使
用
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
上
呈
さ
れ
た<

原
本>

お
よ
び
外
交
公
文
の
簿
冊
様
式
で
は
な
く
、<

副
本>

の
様
式
と
一
致
す
る
。
上
呈
さ
れ
た
簿
冊
と
同
じ
太
政
官
赤
色
十
三
行
罫
紙
が
使

用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
久
米
美
術
館
所
蔵
の
「
白
表
紙
本
」
と
呼
称
さ
れ
る
簿
冊
で
あ

る
50

。
と
こ
ろ
が
、「
白
表
紙
本
」
に
施
さ
れ
て
い
る
装
丁
は
、
色
表
紙
が
用
い
ら
れ
て

お
ら
ず
、
綴
じ
方
も
大
和
綴
で
あ
る
な
ど
、
明
治
太
政
官
文
書
の
装
丁
と
は
大
き
く
異

な
っ
て
い
る
。 

 

な
お
、
久
米
美
術
館
に
は
「
青
表
紙
本
」
と
呼
称
さ
れ
る
簿
冊
も
存
在
す
る
が
、
こ
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二
四 

の
書
誌
に
使
用
さ
れ
て
い
る
表
紙
は
中
縹
色
で
あ
り
、
用
箋
は
太
政
官
赤
色
十
行
罫
紙

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
特
徴
か
ら
、「
青
表
紙
本
」
は<

原
稿>

の
う
ち
大
使
事

務
書
目
に
相
当
す
る
簿
冊
と
同
じ
様
式
で
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

最
後
に
、
新
し
い
書
誌
の
存
在
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
記
録
目
録
に
は
、<

原
本>

に
分
類
さ
れ
る
書
誌
と
し
て
、「
米
欧
回
覧
日
記
原
稿
」
お
よ
び
「
同 

草
稿
」
の

書
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
51

。
両
書
名
に
は
、
と
も
に
朱
筆
で
抹
消
線
が
引
か
れ
て
お

り
、
現
存
は
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
明
治
十
九
年
の
時
点
に
お
い
て
、
回
覧
日
記

の
原
稿
お
よ
び
草
稿
と
称
す
る
資
料
が
大
使
書
類
中
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。
こ
れ
ら
原
稿
や
草
稿
と
さ
れ
る
資
料
が
い
か
な
る
性
格
の
も
の
な
の
か
、
に
つ

い
て
は
後
稿
を
俟
ち
た
い
。 

 

お
わ
り
に 

  

擱
筆
に
あ
た
り
、
本
稿
で
の
検
討
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。 

 

岩
倉
使
節
団
復
命
記
録
の
原
型
は
、
明
治
十
年
一
月
に
史
官
か
ら
太
政
官
首
脳
に
上

呈
さ
れ
た
、
大
使
事
務
書
目
お
よ
び
理
事
官
視
察
官
取
調
書
目
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
書

誌
は
上
呈
用
に
正
副
二
部
ず
つ
調
整
さ
れ
、
正
本
は
太
政
官
に
下
賜
さ
れ
て
大
使
書
類

原
本
、
副
本
は
外
務
省
に
下
賜
さ
れ
て
外
交
公
文
と
し
て
伝
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一

方
、
粗
稿
本
と
目
さ
れ
て
き
た
大
使
書
類
原
稿
は
、
大
使
事
務
局
に
お
い
て
明
治
八
年

二
月
ま
で
に
編
修
さ
れ
た
簿
冊
お
よ
び
理
事
官
・
視
察
官
か
ら
提
出
さ
れ
た
簿
冊
か
ら

構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
性
格
は
上
呈
書
目
の
底
本
と
理
解
す
る
方
が
適
当
で
あ
る
。

ま
た
、
大
使
書
類
副
本
は
、
様
式
面
に
お
い
て
上
呈
書
目
と
の
相
違
が
見
受
け
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
大
使
書
類
原
本
と
正
副
関
係
を
有
す
る
簿
冊
群
で
は
な
く
、
そ
の
複
製
と

し
て
調
整
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
大
使
書
類
の
構
造
は
、
太
政
官
に

上
呈
さ
れ
た
書
誌
群
と
、
そ
の
底
本
群
・
複
製
群
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

 

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
書
誌
群
を
核
と
し
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
書
誌
の
編
入
・
欠
本

を
経
て
形
成
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
岩
倉
使
節
団
復
命
記
録
の
特
質
が
認
め
ら
れ
る
。
書

誌
単
位
で
見
る
と
、
上
呈
後
に
遅
れ
て
提
出
さ
れ
た
復
命
記
録
、
焼
失
し
た
太
政
官
記

録
を
補
完
す
る
べ
く
異
な
る
系
統
で
編
修
さ
れ
た
書
誌
、
関
東
大
震
災
で
焼
亡
し
て
し

ま
っ
た
簿
冊
、
な
ど
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
本
来
で
あ
れ
ば
大
使
書
類
原
稿
に
分
類
さ
れ

る
べ
き
復
命
記
録
が
上
呈
用
と
し
て
流
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
同
一
管
理
な
ど
の
た
め

に
大
使
書
類
原
本
と
外
交
公
文
、
大
使
書
類
原
本
と
大
使
書
類
副
本
と
の
間
に
資
料
の

混
同
が
生
じ
て
い
る
こ
と
、
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
点
は
、
明
治
太
政
官
文
書
の

管
理
・
伝
来
過
程
を
考
え
る
上
で
、
そ
の
一
端
を
窺
わ
せ
る
形
跡
と
い
え
よ
う
。 
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